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牛久市文化財保護審議会議事録 日時 令和7年5月22日（木曜日） 

件名 
令和7年度 

第１回牛久市文化財保護審議会 

場所 

 

時間 

旧ラ・テラス・ドゥ・オエノン 

（牛久シャトー内） 

10：00～11：30 

作成年月日 令和7年5月22日（木曜日） 作成者 文化財・シャトー活用推進室：井上  

出

席

者 

（出席委員）伊藤一郎、上野勝久、大関武、齋藤弘道、笹目礼子、永井博、松井敏也、宮地正人（計 8名） 

（欠席委員）高橋修（計 1名） 

（事務局）藤木環境経済部次長、木本環境経済部参事、吉田文化財・シャトー活用推進室長、 

飛鳥川室長補佐、色川主査（学芸員）、有薗主事（学芸員）、井上主事補（計 7名） 

（傍聴人）0名                                    （順不同） 

議

事

内

容 

１．環境経済部次長あいさつ 

２．諮問 

３．審議事項 

（１）新たな牛久市指定文化財の指定について 

 ①諮問第９号「軍陣備之画図」の牛久市指定文化財の指定について 

②諮問第１０号「山口重政肖像画」の牛久市指定文化財の指定について 

（２）牛久市認定市民文化遺産の認定に係る答申について 

 ①令和６年諮問第９号「新川囃子」の牛久市認定市民文化遺産の認定について 

 ②令和６年諮問第１０号「団子念仏」の牛久市認定市民文化遺産の認定について 

（３）国登録有形文化財（建造物）への登録申請について 

旧飯島家住宅の国登録有形文化財（建造物）への登録申請について 

４．報告事項 

（１）旧飯島家住宅・旧岡田小学校女化分校校舎の日本遺産構成文化財への追加について 

（２）科学研究費助成事業による住井すゑ文学館資料の牛久市・東海大学共同調査について 

（３）その他 

 

会   議   内   容   等 

  開 会 

１．環境経済次長あいさつ 

２．諮問 

３．審議事項 

（１）新たな牛久市指定文化財の指定について 

 ①諮問第９号「軍陣備之画図」の牛久市指定文化財の指定について 

○事務局から説明 

  ◎委員意見 

・一万石以上の大名には鉄砲や槍、馬、弓などの軍役規定が課せられている。「軍陣備之画図」が規定と

合致するのか。類例が他にもあるか。何の目的で描かれたのか。答申に間に合うように研究を進めてほ 
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しい。 

→人数は照合していない。馬は明らかに絵の方が少ない。研究を進めていく。 

・制作年代を大まかでいいので明らかにしてほしい。制作年の手がかりになるので、紙質も調べるとよい。 

⇒「軍陣備之画図」牛久市指定文化財として指定することに同意する委員は全員。 

審議会として「軍陣備之画図」を牛久市指定文化財として指定することに同意することに決する。 

今回の意見をもとに答申案を作成。次回審議会にて答申案の同意を得る予定。 

 

②諮問第１０号「山口重政肖像画」の牛久市指定文化財の指定について 

○事務局から説明 

  ◎委員意見 

・制作年代や時代を大まかでいいので書いてほしい。こちらも紙の幅や成分から制作年代をしぼりこめる。 

・何のために書かれたものなのか。高野山であることに意味があるとも考えられる。研究を進めてほしい。 

⇒「山口重政肖像画」牛久市指定文化財として指定することに同意する委員は全員。 

審議会として「山口重政肖像画」を牛久市指定文化財として指定することに同意することに決する。 

今回の意見をもとに答申案を作成。次回審議会にて答申案の同意を得る予定。 

 

（２）牛久市認定市民文化遺産の認定に係る答申について 

 ①令和６年諮問第９号「新川囃子」の牛久市認定市民文化遺産の認定について 

○事務局から説明 

◎委員意見 

⇒「新川囃子」の牛久市認定市民文化遺産の認定に対する答申内容に同意する委員は全員。 

審議会として「新川囃子」の牛久市認定市民文化遺産の認定に対する答申内容に同意することに決する。 

 

 ②令和６年諮問第１０号「団子念仏」の牛久市認定市民文化遺産の認定について 

○事務局から説明 

◎委員意見 

  →参加者という表現よりも、参集者の方がふさわしいのではないか。参加者は現代的すぎる。検討してほし

い。 

  ⇒「団子念仏」の牛久市認定市民文化遺産の認定に対する答申内容に同意する委員は全員。 

審議会として「団子念仏」の牛久市認定市民文化遺産の認定に対する答申内容に同意することに決する。 

 

（３）国登録有形文化財（建造物）への登録申請について 

旧飯島家住宅の国登録有形文化財（建造物）への登録申請について 

○事務局から説明 

◎委員意見 

・説明内容が飯島家の歴史に偏っているため建物の特徴も加えてほしい。また家の顔である門も申請内容

に加えたほうが良い。  

→精査して申請内容を再度検討する。 
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⇒旧飯島家住宅の国登録有形文化財への登録申請に同意する委員は全員。 

審議会として旧飯島家住宅の国登録有形文化財への登録申請に同意することに決する。 

４． 報告事項 

（１）旧飯島家住宅・旧岡田小学校女化分校校舎の日本遺産構成文化財への追加について 

○事務局から説明 

  →委員からの意見等はなし。 

 

（２）科学研究費助成事業による住井すゑ文学館資料の牛久市・東海大学共同調査について 

○事務局から説明 

◎委員意見 

  ・資料の調査・研究が進んでいく中で、市で集約した研究成果のデータを、発信するコンテンツは考えてい

るのか。研究成果が誰でもアクセスして読めるよう早めに発信してほしい。 

  →考えている。ただし市として公開する場合、法令の制限等があるため、検証をしながら進めていきたい。 

 

閉 会 


